
第７５回税理士試験 相続税法

解 説

〔第一問〕

未分割財産がある場合の相続税の申告手続、小規模宅地等の特例の適用判定、配偶者居住権等の消滅に伴う贈与税の課税関係を問う事

例形式の理論問題である。

様々な論点が横断的に問われているため、それぞれの問が何を問うているのかに留意しながら解答する必要がある。

１ ⑴について

相続により取得した財産が相続人間で分割されていない場合の相続税の申告手続の概要と、その趣旨について解答する。

⑴ 相続税の申告手続について

相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した者については、「相続の開始があったことを知った日の翌日から１０月以内」に

相続税の期限内申告書を提出しなければならないとされている。

なお、具体的な相続税の課税価格及び納付すべき相続税額を計算するためには「相続又は遺贈により取得した財産」を確定させる

必要があるが、相続により取得した財産が相続人間で分割されていない場合には、この「相続又は遺贈により取得した財産」が明確

でなく、具体的な相続税の課税価格及び納付すべき相続税額を計算することができない。

そうすると、相続により取得した財産を分割されていない状況にしておけば、上述の相続税の期限内申告の規定による申告ができ

ないこととなり、相続税の申告納付をしないことが可能であり、遺産分割を早期に行った者とそうでない者とで、課税関係が異なる

ことになる。

このような状況を回避するため、相続税の申告書を提出する場合等において、遺産が未分割の場合には、各共同相続人又は包括受

遺者が相続分又は包括遺贈の割合に従って遺産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算するものとする相続税法第５５条（未

分割遺産に対する課税）が定められている。

従って、「財産が相続人間で分割されていない場合の相続税の申告手続」については、この相続税法第５５条（未分割遺産に対する

課税）の規定の適用を受け、相続分等の割合に従って財産を取得したものとして課税価格を計算した上で、相続税の申告書の提出を

行うこととなる。本問では、この点（相続税法第５５条（未分割遺産に対する課税））を、相続税の申告手続の際に必要となる事項と

して解答することとなる。

また、上記の相続税法第５５条（未分割遺産に対する課税）は、相続税の申告書を提出するに当たり適用されることから、相続税法

第２７条（相続税の期限内申告）についても、解答をすることが望ましいを考えられる。

更に、本問では配偶者に対する相続税額の軽減の適用ができない点や、小規模宅地等の特例の適用ができない点も「財産が相続人

間で分割されていない場合の相続税の申告手続」の際に考慮すべき事項であるため、解答することが考えられる。全体の分量からし

て解答することが難しいが、解答していれば加点項目となると考えられる。

⑵ 趣旨について

上記⑴においても説明しているが、「被相続人の遺産が相続税の申告期限までに分割されない場合には、相続税の計算をすること

ができず、遺産分割を早期に行った者とそうでない者との間で相続税の負担に不公平が生じる」ことを防止するために設けらえてい

る。この点を簡単に説明できれば充分と考えられる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１４）



２ ⑵について

問⑴の申告手続の後に遺産分割が行われた場合の配偶者Ａ、子Ｂ及び子Ｃの相続税の申告手続を解答する。

⑴ 配偶者Ａについて

配偶者Ａは、問⑴による当初の申告に係る課税価格が３億円であったが、遺産分割により課税価格が１億 ５，０００万円となり、課税

価格に異動が生じ、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったため、更正の請求をすることができる。

なお、問題文において「相続税の課税価格の計算の特例及び税額控除を考慮する必要がない」とあるが、この指示が「配偶者に対

する税額軽減の規定を解答上で考慮しない（＝適用はないものとして解答する）」という意味か、「配偶者に対する税額軽減の規定

を解答上で考慮するが、関連する条文（更正の請求の特則事由）は解答する必要はない」という意味なのかが不明確である。

配偶者Ａに関しては、課税価格に異動が生じるため、いずれにせよ「課税価格に異動が生じた場合」の特則事由による更正の請求

（①課税価格が減少することから納付すべき相続税額も減少する、②配偶者の税額軽減の規定により納付税額が減少するのいずれか

となり、更正の請求のみが考えられる）となり、それほど解答に影響はしないが、解釈の仕方によっては解答が異なることとなるた

め、もう少し指示を明確にしてほしいというのが本音である。

⑵ 子Ｂについて

子Ｂは、問⑴による当初の申告に係る課税価格が１億 ５，０００万円であったが、遺産分割により課税価格が２億 ５，０００万円となり、

課税価格に異動が生じ、当初の申告に係る相続税額に不足が生じるため、修正申告をすることができる。

なお、子Ｂが取得した敷地については、小規模宅地等の特例の適用が可能であるが、問題文において「相続税の課税価格の計算の

特例及び税額控除を考慮する必要がない」とあり、この指示が「小規模宅地等の特例の規定を解答上で考慮しない（＝適用はないも

のとして解答する）」という意味か、「小規模宅地等の特例の規定を解答上で考慮するが、関連する条文（更正の請求の特則事由）

は解答する必要はない」という意味なのかで解答が異なってくる。

つまり、子Ｂは、課税価格に異動が生じることから、いずれにせよ「課税価格に異動が生じた場合」の特則事由による是正措置の

適用を受けるが、「適用はないものとして解答した場合」には課税価格の増加に伴い当初の税額に不足が生じることから修正申告、

「適用があるものとして解答した場合」には課税価格の減少に伴い当初の税額が過大となることから更正の請求となり、いずれで解

釈するかで解答が異なることとなる。

模範解答では、「適用はないものとして解答した場合」の「課税価格の増加に伴い当初の税額に不足が生じることから修正申告」

として解答しているが、「適用があるものとして解答した場合」の「課税価格の減少に伴い当初の税額が過大となることから更正の

請求」の方が実際の是正措置となるため、こちらで解答していても問題はないと考えられる。（なお、「適用があるものとして解答

した場合」であっても、解答する関連する条文については「関連する相続税法の条文」とされていることから、小規模宅地等の特例

による特則事由は解答する必要はないと考えられる。）

⑶ 子Ｃについて

子Ｃは、問⑴による当初の申告に係る課税価格が１億 ５，０００万円であったが、遺産分割により課税価格が２億円となり、課税価格

に異動が生じ、当初の申告に係る相続税額に不足が生じるため、修正申告をすることができる。

なお、子Ｃについては、小規模宅地等の特例の適用がないことから、更正の請求の可能性はないことから、課税価格が増加するこ

とになるため、修正申告のみとなる。

⑷ その他留意点

配偶者Ａ、子Ｂ、子Ｃは、「課税価格に異動が生じた場合」に該当することから、「配偶者の税額軽減の適用が可能となったこと」

及び「小規模宅地等の特例の適用が可能となったこと」の特則事由については解答する必要がないため、『相続税の課税価格の計算

の特例及び税額控除を考慮する必要はない』という指示がされているとも考えられる。

そのため、「適用があるものとして解答した場合」に該当した上で、相続税の課税価格の計算の特例及び税額控除の特則事由を解

答する必要はないとも考えることもでき、子Ｂについては更正の請求として解答するしていても問題はないと考えられる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１５）



◆ 具体的計算過程

⑴ 期限内申告時

① 課税価格の計算

１００，０００，０００円＋ ３００，０００，０００円＋ ２００，０００，０００円＝ ６００，０００，０００円（未分割財産）

配偶者Ａ ６００，０００，０００円×１／２＝ ３００，０００，０００円（具体的相続分）

子Ｂ ６００，０００，０００円×１／４＝ １５０，０００，０００円（具体的相続分）

子Ｃ ６００，０００，０００円×１／４＝ １５０，０００，０００円（具体的相続分）

合計 ６００，０００，０００円

② 相続税の総額の計算

６００，０００，０００円－（３０，０００，０００円＋ ６，０００，０００円×３人）＝ ５５２，０００，０００円

配偶者Ａ ５５２，０００，０００円×１／２＝ ２７６，０００，０００円、 ２７６，０００，０００円×４５％－２７，０００，０００円＝９７，２００，０００円

子Ｂ ５５２，０００，０００円×１／４＝ １３８，０００，０００円、 １３８，０００，０００円×４０％－１７，０００，０００円＝３８，２００，０００円

子Ｃ ５５２，０００，０００円×１／４＝ １３８，０００，０００円、 １３８，０００，０００円×４０％－１７，０００，０００円＝３８，２００，０００円

合計 １７３，６００，０００円

③ 納付すべき相続税額の計算

イ 算出税額

配偶者Ａ １７３，６００，０００円×３００，０００，０００円／６００，０００，０００円＝８６，８００，０００円

子Ｂ １７３，６００，０００円×１５０，０００，０００円／６００，０００，０００円＝４３，４００，０００円

子Ｃ １７３，６００，０００円×１５０，０００，０００円／６００，０００，０００円＝４３，４００，０００円

ロ 配偶者に対する相続税額の軽減

（イ）配偶者の算出税額

８６，８００，０００円

（ロ）軽減の基となる額

⒜ ６００，０００，０００円×１／２＝ ３００，０００，０００円 ≧ １６０，０００，０００円 ∴ １６０，０００，０００円

⒝ ３００，０００，０００円－ ３００，０００，０００円（未分割財産）＝０円

０円
⒞ ⒜ ＞ ⒝ ∴ １７３，６００，０００円× ＝０円

６００，０００，０００円

（ハ）軽減額

（イ） ＞ （ロ） ∴ ０円

ニ 納付すべき相続税額

配偶者Ａ ８６，８００，０００円－０円＝８６，８００，０００円

子Ｂ ４３，４００，０００円

子Ｃ ４３，４００，０００円

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１６）



⑵ 分割時（是正措置）

① 課税価格の計算

配偶者Ａ ５０，０００，０００円＋ １００，０００，０００円＝ １５０，０００，０００円

子Ｂ （１００，０００，０００円－５０，０００，０００円）＋（３００，０００，０００円－１００，０００，０００円）＝ ２５０，０００，０００円

子Ｃ ２００，０００，０００円

合計 ６００，０００，０００円

② 相続税の総額の計算

６００，０００，０００円－（３０，０００，０００円＋ ６，０００，０００円×３人）＝ ５５２，０００，０００円

配偶者Ａ ５５２，０００，０００円×１／２＝ ２７６，０００，０００円、 ２７６，０００，０００円×４５％－２７，０００，０００円＝９７，２００，０００円

子Ｂ ５５２，０００，０００円×１／４＝ １３８，０００，０００円、 １３８，０００，０００円×４０％－１７，０００，０００円＝３８，２００，０００円

子Ｃ ５５２，０００，０００円×１／４＝ １３８，０００，０００円、 １３８，０００，０００円×４０％－１７，０００，０００円＝３８，２００，０００円

合計 １７３，６００，０００円

③ 納付すべき相続税額の計算

イ 算出税額

配偶者Ａ １７３，６００，０００円×１５０，０００，０００円／６００，０００，０００円＝４３，４００，０００円

子Ｂ １７３，６００，０００円×２５０，０００，０００円／６００，０００，０００円＝７２，３３３，３３３円

子Ｃ １７３，６００，０００円×２００，０００，０００円／６００，０００，０００円＝５７，８６６，６６６円

ロ 配偶者に対する相続税額の軽減

（イ）配偶者の算出税額

４３，４００，０００円

（ロ）軽減の基となる額

⒜ ６００，０００，０００円×１／２＝ ３００，０００，０００円 ≧ １６０，０００，０００円 ∴ １６０，０００，０００円

⒝ １５０，０００，０００円

１５０，０００，０００円
⒞ ⒜ ＞ ⒝ ∴ １７３，６００，０００円× ＝４３，４００，０００円

６００，０００，０００円

（ハ）軽減額

（イ） ≦ （ロ） ∴ ４３，４００，０００円

ハ 納付すべき相続税額

配偶者Ａ ４３，４００，０００円－４３，４００，０００円＝０円

子Ｂ ７２，３３３，３３３円 → ７２，３３３，３００円

子Ｃ ５７，８６６，６６６円 → ５７，８６６，６００円

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１７）



３ ⑶について

問⑵の遺産分割後において、小規模宅地等の特例について解答する。

⑴ ①特例対象宅地等に該当するかどうかについて

① 配偶者Ａが取得した配偶者居住権の敷地利用権は、土地の上に存する権利であることから小規模宅地等の特例の対象となる。

配偶者居住権の設定の目的となっている家屋の敷地が被相続人甲の居住の用に供されており、これを配偶者Ａが取得しているこ

とから、配偶者Ａが取得した敷地利用権は特定居住用宅地等に該当する。

そのため、特例対象宅地等に該当することになる。

② 子Ｂが取得した家屋の敷地は、被相続人甲の居住の用に供されており、これを被相続人甲の居住の用に供されていた一棟の建物

に居住している子Ｂが取得し、相続税の申告期限（注）まで引き続き宅地等を有し、かつ、その建物に居住していることから、特定

居住用宅地等に該当する。

そのため、特例対象宅地等に該当することになる。

（注） 特定居住用宅地等に該当するかの要件の判定については、未分割の場合であっても相続税の申告期限において行うこととさ

れている。

子Ｂは、「引き続き当該家屋を居住の用に供する予定である」とあるため、相続税の申告期限において居住の用に供してい

ることから、特定居住用宅地等に該当することとなる。

③ 子Ｃが取得した更地は、相続開始直前の用途は不明であるが、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことから、特例対象

宅地等に該当しないこととなる。

④ 以上の点を、関連する条文に触れつつ解答する。

問われているのが「特例対象宅地等に該当するかどうか」であるため、特例対象宅地等の意義まで解答すれば充分と考えられる。

⑵ ②特例の適用の対象となる面積について

① 配偶者Ａが取得した配偶者居住権の敷地利用権については、次の算式により敷地利用権に対応する面積が小規模宅地等の特例の

適用の対象となる面積となる。

敷地利用権の価額 敷地利用権として適用
敷地面積 × ＝

敷地所有権の価額 ＋ 敷地利用権の価額 を受ける宅地の面積

② 子Ｂが取得した家屋の敷地については、次の算式によりその敷地の所有権に対応する面積が小規模宅地等の特例の適用の対象と

なる面積となる。

敷地所有権の価額 敷地所有権として適用
敷地面積 × ＝

敷地所有権の価額 ＋ 敷地利用権の価額 を受ける宅地の面積

③ 子Ｃが取得した更地は、特例対象宅地等に該当しないため、小規模宅地等の特例の適用の対象となる面積はないことになる。

④ 配偶者Ａと子Ｂについては、上記①と②を算定するための関連する条文を解答する。

具体的には、租税特別措置法施行令第４０条の２第６項に規定されているが、理論集にも掲げていないものであり、解答は難しい

ことから、解答の有無はそれほど気にする必要はない。

それぞれの計算結果が解答できていれば充分と考えられる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１８）



４ ⑷について

配偶者居住権の合意消滅があった場合の贈与税の課税上の取扱いを解答する。

⑴ 配偶者居住権の消滅時の取扱い

① 配偶者の死亡による消滅の場合

配偶者居住権を有していた配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅する。この場合には、消滅することから相続の対象

とはならず、 。

② 合意による無償解除の場合

配偶者Ａと所有者である子Ｂとの合意により、配偶者居住権を無償等で解除した場合には、所有者である子Ｂが当初予定されて

いた存続期間の満了を待たずに居住建物等の使用収益ができることとなり、配偶者Ａから所有者である子Ｂへ居住建物等を使用収

益する権利が移転したものと考えられることから、相続税法第９条（その他の利益）の規定により、配偶者Ａが有していた配偶者

居住権等の価額に相当する利益を、配偶者Ａから所有者である子Ｂが贈与により取得したものとみなされて贈与税が課されるとさ

れている。（基通９－１３の２）

本問では、この贈与税の課税関係を解答することとなる。

なお、実際には、配偶者Ａと子Ｂとの間で対価を支払った上で、合意消滅させる場合も考えられるが、この場合には無償等によ

る移転ではないため、贈与税の課税関係は生じない場合もある。この点についても解答していれば、加点項目となると考えられる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （１９）



〔第二問〕

近年の本試験においては出題されていなかった問１と問２形式での出題である。

それぞれの前提に注意しながら解答する必要がある。

問１

通常の相続税の総合問題である。内容自体はそれほど難しい点は多くないため、しっかりと得点することが望ましい。

１ 相続人・相続分の判定等

⑴ 相続人は、第一順位の取扱いである。

⑵ 亡子Ａが死亡していることから、孫Ｃと孫Ｄが代襲者として代襲相続の取扱いが生じる。なお、孫Ｃは、被相続人甲の養子にもな

っていることから、二重身分に該当する点を見落とさないように。また、孫Ｄは、相続を放棄していることから、相続人に該当しな

い点も見落とさないように。

⑶ 孫Ｅは、子Ｂが生存していることから、代襲相続は生じないこととなる。従って、法定相続人にも該当しないことから、未成年者

控除の適用はない点を見落とさないように。

⑷ 子Ｂ、夫Ｂ′及び孫Ｅは、米国に住所を有しており、相続開始前１０年以内に日本国内に住所を有していたことはないが、被相続人

甲が日本国内に住所を有しているため、非居住無制限納税義務者に該当する。

従って、全ての取得財産が課税対象となり、負担した債務も控除対象となるため、勘違いしないように。

法定相続人の数及び
相続人・相続分

これに応じた相続分

乙 １／２ 乙 １／２

Ｂ １／３ Ｂ １／６

Ｃ １／６ Ｃ １／４

Ｄ １／１２

１ ４人 １

２ 財産評価等

※ 問題文において「財産の評価に当たり適用する財産評価関係通達については、令和７年４月４日現在のもの～に基づき評価する」

とされており、「令和７年４月５日以降に改正があった場合には、改正前のものとする」とあることから、令和７年４月５日以降に

行われた改正（森林の立木の標準価額の改正）については、考慮する必要はない。

ただし、本問では出題されていないことから、特に影響はない。

⑴ 宅地Ｆ及び畑Ｈ

① 評価単位

宅地Ｆと畑Ｈは隣接しているが、評価単位の判定については、それぞれの評価方法が異なるため、地目の異なる土地ごとに区分

して評価することとされている。

従って、宅地Ｆと畑Ｈは、それぞれを一画地として評価することとなる。

原 則 例 外

① 地目の異なる土地はそれぞれ別評価単位とする。 イ 地目の異なる土地が一体で利用されている場合

ロ 宅地比準方式により評価する農地～雑種地

ハ 生産緑地と一般の市街地農地

② 取得時点ごとに評価単位を定める。 いわゆる不合理分割に該当する場合

③ 取得者ごとに評価単位を定める。 ※ 不合理分割とは、現実の利用状況を無視した場合や通常の

土地利用ができない分割があった場合をいう。

「評価額が下がる ＝ 不合理分割」ではないことに注意

④ 被相続人又は贈与者が有する宅地又は宅地の上に存する権利（使用貸借による権利を除く。）を基にする。

⑤ 自用地と他者が有する宅地の上に存する権利（使用貸借による権利を除く。）がある場合には、別評価単位とする。

⑥ 他者が有する権利（使用貸借による権利を除く。）がある場合には権利者・権利の種類の異なるごとに評価する。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２０）



② 宅地Ｆの評価方法

畑Ｈと区分して評価することから、側方路線を有する不整形地に該当し、各種補正の適用関係に留意する必要がある。

イ 奥行価格補正

正面路線である２０万円の路線については、⒜計算上の奥行価格補正又は⒝区分計算による奥行価格補正の方法によることがで

きる。

側方路線である１０万円の路線については、⒜計算上の奥行価格補正又は⒞差引計算による奥行価格補正の方法によることがで

きる。

これらの方法は、各路線ごとに選択することが可能であるため、それぞれの方法を比較した上で評価すること。

なお、隅切りの対象となっている土地の間口距離は、その隅切り部分がないものとした間口距離の３２ｍ又は１０ｍとすることに

なるため、計算上の奥行距離を算定する際はこの間口距離を用いることになると考えらえる。

⒜ 計算上の奥行距離を算定する方法

① 奥行距離の計算

⒜ 不整形地の地積÷間口距離
いずれか短い距離

⒝ 想定整形地の奥行距離

② 不整形地の評価額

【①の奥行距離】による
正面路線価 × × 不整形地補正率 × 地積

奥行価格補正率

⒝ 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

① 区分した整形地の価額

正面路線価 ×【各整形地の奥行距離】による奥行価格補正率 × 地積

整形地Ｂ ② 不整形地補正前の１㎡当たりの価額

整形地Ａ ①の合計額 ÷ 地積（円未満切捨）

③ 不整形地の評価額

②の１㎡当たりの価額 × 不整形地補正率 × 地積

⒞ 隣接地を含む整形地から隣接地の価額を差し引いて計算する方法

① 隣接地を含む整形地の価額の計算

正面路線価 ×【隣接地を含む整形地の奥行距離】による奥行価格補正率 × 地積

② 隣接地の価額の計算

正面路線価 ×【隣接地の奥行距離】による奥行価格補正率※ × 地積

※ ①の奥行価格補正率より低い率となる場合には、①の奥行価格補正率

③ 不整形地補正前の１㎡当たりの価額
隣接地

（①－②）÷ 地積（円未満切捨）

④ 不整形地の価額

③の１㎡当たりの価額 × 不整形地補正率

ロ 側方路線影響加算

側方路線である１０万円の路線については、側方路線影響加算を行う。

なお、側方路線を有する不整形地であり、側方路線における想定整形地の間口距離２０ｍの全てに面していないことから、側方

路線の加算額の調整計算（接道按分）が必要となる点を見落とさないように。

この場合の分子の「評価対象地が側方路線に面する距離」については、隅切りがなかったものとした場合の距離である１０ｍと

するのが相当であると考えられる。（交通の便宜上設置されている部分であるため、評価額に影響させる必要はないと考えられ

る。）

側方路線に係る 評価対象地が側方路線に面する距離
側方路線価 × × 側方路線影響加算率 ×

奥行価格補正率 側方路線における想定整形地の間口距離

ハ 不整形地補正

不整形地であるため、不整形地補正率の適用を忘れないように。

ニ 共有持分としての評価

「被相続人甲の共有持分２分の１」とされているため、持分を乗じ忘れないように。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２１）



③ 畑Ｈの評価方法

市街地農地であることから、宅地比準方式により評価する。

こちらも「被相続人甲の共有持分２分の１」とされているため、持分を乗じ忘れないように。

その農地が宅地であるものと その農地を宅地に転用する場合
－ × 地積

した場合の１㎡当たりの価額 の１㎡当たりの造成費相当額

⑵ 家屋Ｇ

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価である。

この場合には、建物Ｇの固定資産税評価額に、増築部分の価額を加算した価額に基づいて評価する。

なお、この「増築部分の価額」は、次のいずれかとされている。

① 増改築等に係る家屋を状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基としてその付近の家屋との構造等の差を考慮して

評定した価額

② 上記①の状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る再建築価額から償却費相当額※を控除した価額の

７０／１００に相当する金額

※ 償却費相当額は、再建築価額からその価額に ０．１を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数（減価償

却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数）のうちに占める経過年数（増改築等の時から課税時期までの期間に

相当する年数（１年未満の端数があるときは、その端数は１年とする。））の割合を乗じて計算する。（≒旧定額法）

なお、最後に７０／１００を乗ずるのは、一般的に固定資産税評価額が通常の時価の７０％相当額とされていることを考慮しての

ことである。

ただし、課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定

資産税評価額によることとされている。

本問では、申告期限までに課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付されておらず、状況の類似した付近の家屋もないため、

上記②の価額を家屋Ｇの固定資産税評価額に加算して価額を基に評価することとなる。

◆ 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価のまとめ

優先順序 評価方法（評価倍率（１．０）を乗ずる前の固定資産税評価額の算定）

課税時期から申告期限までの間に、増改築等に係る家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場
⑴

合には、新たに付された改訂後の固定資産税評価額

増改築等に係る部分の価額として、その増改築等に係る家屋と状況の類似した
増改築等に係る部分以外の部分

⑵ ＋ 付近の家屋の固定資産税評価額を基としてその付近の家屋との構造、経過年数、
に対応する固定資産税評価額

用途等の差を考慮して評定した価額

増改築等に係る部分以外の部分 増改築等に係る 増改築等から課税時期までの ７０
＋ － ×

に対応する固定資産税評価額 部分の再建築価額 間における償却費相当額※ １００

⑶

増改築等から課税時期までの 増改築等に係る 増改築等に係る 経過年数
※ ＝ － × ０．１ ×
間における償却費相当額※ 部分の再建築価額 部分の再建築価額 建物の耐用年数

本問では、家屋Ｇの共有持分２分の１を被相続人甲が所有しているが、この増築部分の帰属をどのようにしているかが不明確

である。

持分の割合を変更しているのであれば問題はないが、仮に変更をしていないのであれば、「他方の共有持分２分の１」を有す

る他者に対する贈与（増築による家屋Ｇの価額の増加に伴う利益の帰属）があったものと考えられ、生前贈与加算等の適用が考

えられてしまい、相続税の計算に影響が生じる。

ただし、「他方の共有持分２分の１」の所有者が不明確であることから、解答上は特に考慮しないで解答するしかない。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２２）



⑶ 宅地Ｉ

側方路線を有する宅地の評価である。正面路線と側方路線とで地区区分が異なるため、評価方法に留意すること。

① 正面路線の判定

正面路線を判定する際は、各路線ごとの地区区分に応じた奥行価格補正率を乗じた後の金額により判定を行う。

この判定により、正面路線が確定した場合には、以後の各種補正においては「正面路線の地区区分」により評価を行う点に留意

すること。

② セットバック部分の評価

セットバック部分を有することから、次の算式によりセットバック部分の評価減を行う。

セットバックの必要が セットバックの必要が セットバックを必要とする部分の地積
－ × ×０．７

ない場合の自用地評価額 ない場合の自用地評価額 宅地の総地積

③ 区分地上権の目的となっている宅地としての評価

宅地Ｉの一部に下水道管施設を目的として区分地上権が設定されているため、区分地上権の評価額を控除して評価する。

この区分地上権の評価額は、次の算式により計算する。

区分地上権が設定されている部分の地積
自用地価額 × × 区分地上権割合

一画地の宅地の自用地の地積

⑷ 構築物（アスファルト舗装）

構築物は、次の算式により評価する。最後に７０／１００を乗じるのを忘れないように。

建築の時から課税時期までの期間の ７０
再建築価額 － ×

償却費の額の合計額又は減価の額 １００

なお、再建築価額は「課税時期においてその財産を新たに建築するために要する費用の額」であるため、勘違いしないように。

⑸ Ｊ社株式

取引相場のない株式の評価である。基本的な論点が多いため、確実に解答したい。

① 評価方法の判定

親族グループの所有議決権割合が５０％以下３０％以上であり、他に５０％超のグループがいないことから、同族株主に該当する。

なお、同族株主に該当する者については、基本的に原則的評価方式となるが、次の要件の全てを満たす者については特例的評価

方式により評価する。

イ 取得者個人の所有議決権割合が５％未満であること。

ロ 評価会社の役員（注）に該当しないこと。

（注） 役員とは、社長、理事長並びに法人税法施行令第７１条第１項第１号、第２号及び第４号に掲げる者をいう。

（法人税法施行令第７１条第１項）抜粋

一 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

二 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

四 取締役（指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。）、会計参与、監査役、監事

ハ 評価会社に中心的な同族株主（注）がいること。

（注） 中心的な同族株主

中心的な同族株主とは、課税時期において、同族株主の１人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等

の姻族（これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の

２５％以上である会社を含む。）の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の２５％以上である場合におけるその株主

をいう。

ニ 取得者が中心的な同族株主に該当しないこと。

本問では、子Ｂは所有議決権割合が５％以上であることから、上記の要件を満たさず、原則的評価方式となる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２３）



② 類似業種比準価額

難しい点はないため、落ち着いて解答すること。

イ １株（５０円）当たりの株価（Ｅ）

Ⓑ Ⓒ Ⓓ
（Ｘ．ｘｘ）＋ （Ｘ．ｘｘ）＋ （Ｘ．ｘｘ）

Ａ × Ｂ Ｃ Ｄ × 斟酌率 ＝ Ｅ（１０銭未満切捨て）
（Ｘ．ｘｘ）

３

ロ １株当たりの類似業種比準価額の計算

１株当たりの資本金等の額
Ｅ × ＝ 評価額（円未満切捨）

５０円

ハ 類似業種の金額

各金額は次のとおりである。

記号 内 容

Ａ 課税時期の①属する月，②前月，③前々月，④前年平均，⑤課税時期前２年間平均 の最も低い株価

Ｂ 課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの配当金額

Ｃ 課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの年利益金額

Ｄ 課税時期の属する年の類似業種の１株当たりの純資産価額（帳簿価額）

ニ 評価会社の金額

記号 内 容 基 本 算 式 端 数 処 理

評価会社の１株当たりの 直前期末以前２年間における配当金額 ÷ ２
Ⓑ １０銭未満切捨て

年配当金額 資本金等の額を５０円とした場合の発行済株式数

次のいずれか少ない金額

直前期末以前１年間における利益金額
評価会社の１株当たりの イ

Ⓒ 資本金等の額を５０円とした場合の発行済株式数 円未満切捨て
年利益金額

直前期末以前２年間における利益金額 ÷ ２
ロ

資本金等の額を５０円とした場合の発行済株式数

評価会社の１株当たりの 直前期末における純資産価額（帳簿価額）
Ⓓ 円未満切捨て

純資産価額（帳簿価額） 資本金等の額を５０円とした場合の発行済株式数

５０円当たりの発行済株式数 直前期末の資本金等の額 ÷ ５０円 １株未満切捨て

１株当たりの資本金等の額 直前期末の資本金等の額 ÷ 直前期末の発行済株式数 円未満切捨て

③ １株当たりの純資産価額

１株当たりの純資産価額の計算方法は次のとおりである。

資産の合計額（相評） － 負債の合計額（相評） － 評価差額に対する法人税額等 １株当たりの純資産価額
＝

課税時期現在の発行済株式数（自己株式を除く。） （円未満切捨て）

※ 評価差額に対する法人税額等は、次の算式により計算する。

相続税評価額による純資産価額 帳 簿 価 額 に よ る 純 資 産 価 額
評価差額に対する法人税額等

資産の合計額 負債の合計額 － 資産の合計額 負債の合計額 × ３７％ ＝
－ － （千円未満切捨て）

（相続税評価額） （相続税評価額） （帳簿価額） （帳簿価額）

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２４）



④ 原則的評価額

小会社であることから、原則的評価額は次のとおりとなる。

次のいずれか少ない金額

イ 純資産価額方式（注）

ロ 併用価額方式

類似業種比準価額 × ０．５０ ＋ 純資産価額（注） × （１－０．５０）

（注） 同族株主等の議決権割合が５０％以下の場合には８０／１００あり

⑹ 家庭用財産

日常礼拝の用に供されている仏壇は、相続税の非課税財産となる。見落とさないように。

⑺ 上記以外の遺産

名義預金については、実質の所有者が有しているものとして、課税関係を整理する。

本問では、被相続人甲が実質的な所有者である読み取れるため、被相続人甲の相続財産となり、相続税の課税対象となる。

なお、名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫などの名前で預金しているが、収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の

所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない預金をいう。

従って、名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当する。

本問では、実質的な所有者が被相続人甲である指示があり、遺産分割の対象にもしていることから、被相続人甲の相続財産に該当

し、相続税の課税対象となる。

◆ 名義預金の判断基準（参考）

相続税の調査の際、特に問題となることの多い名義預金の判定の基準は以下のとおりである。

以下のいずれかの基準に該当すると名義預金と判定され、その預金の名義人に関わらず実質所有者が判定される可能性がある。

⑴ 使用印鑑

家族名義の預金の印鑑のすべてが同一印鑑であり、かつ、通常被相続人が自分の預金に使用しているものと同じである場合に

は、名義借りの可能性が強くなる。

⑵ 受取利息

家族名義の預金の利息を被相続人名義の預金等に入金し、被相続人が費消していると認められる場合には、名義借りの可能性

が強くなる。

⑶ 保管（管理）状況

預金通帳や証書等を誰が保管（管理）していたかで、名義人の判断材料とする。例えば、被相続人がすべて自分で管理してお

り、名義人はそのような預金があることさえ知らなかったという場合には、当然、名義借りとみなされる。

⑷ 贈与税の申告の有無

贈与税の申告がない場合は、名義借りと判断される可能性が強くなる。

つまり、現預金・有価証券などは単に名義だけを変えたもので、実質は父の財産と判断され相続財産として相続税が課される

３ 小規模宅地等の特例

⑴ 宅地Ｆ

被相続人甲及び養子Ｃ等の居住の用に供されていた宅地等であり、同居親族である養子Ｃが取得しており、相続税の申告期限まで

居住継続及び保有継続をしていることから、特定居住用宅地等に該当する。

なお、「申告期限後においては、家屋Ｇに居住していなかった」とあるが、特定居住用宅地等の判定は相続税の申告期限において

行うのが原則的な取扱いであるため、本問では特定居住用宅地等に該当する。勘違いをしないように。

⑵ 畑Ｈ

建物又は構築物の敷地の用に供されていないことから、特例対象宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の対象とはならない。

⑶ 宅地Ｉ

被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等であり、親族である配偶者乙が取得しており、相続税の申告期限までに貸付事業

の承継及び保有継続をしていることから、貸付事業用宅地等に該当する。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２５）



４ みなし財産

⑴ Ｌ生命保険は、亡子Ａが負担した保険料があるが、「亡子Ａの相続の際に被相続人甲が生命保険契約の権利を遺贈により取得した

ものとみなされているものとする」とあるため、被相続人甲の負担分として取扱う。

従って、全額が被相続人甲から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税関係が生じる。

⑵ Ｍ生命保険は、相続開始時において保険事故未発生の保険契約であり、被相続人甲が保険料を負担していることから、生命保険契

約に関する権利の課税関係が生じる。

なお、被相続人甲が保険契約者であるため、本来の財産に該当する。

「遺言により孫Ｅが引き継ぐ」とあるため、孫Ｅに対する遺贈財産として解答する。

⑶ Ｎ生命保険は、１０年間定期金により支給されるものであることから有期定期金に該当する。

なお、解約した場合の解約返戻金の金額及び一時金の給付を受けるとした場合の一時金の額が与えられているため、複利年金現価

率を乗じて計算した金額とのいずれか多い金額をもってその評価額とすることになる。

⑷ 孫Ｄは、相続人でないことから生命保険金の非課税の適用がない点を見落とさないように。

５ 債務控除

⑴ 準確定申告の所得税等は、被相続人甲に係る債務であるため控除対象となるが、その延滞税は相続人が行うべき準確定申告が遅れ

たものであることから、相続人の責めに帰すべきものとして控除対象外となる。

⑵ 遺言の執行費用は、被相続人甲の債務に該当しないことから、控除対象外となる。

⑶ 死亡診断書発行費用は、市役所等から火葬許可証の交付を受けるために必要なものであることから、葬儀を行うために必要な葬式

費用として控除対象となる。

⑷ 通夜及び告別式の費用は、控除対象となる。

なお、孫Ｄは相続放棄をしているものの、葬式費用については相続放棄者であっても控除が可能である点を見落とさないように。

⑸ 初七日法要の費用は、追善供養のために行われるものであり、葬儀に関連して要するものではないことから、控除対象とはならな

い。

⑹ 香典返戻費用は、いわゆる後日返しのものである。これは、葬儀の参列者からいただいた香典の額に応じた御礼を、四十九日法要

の際や後日郵送で送付するためのものであり、事後的に要したもの及び相続税法上の非課税とされている香典のお返しとしてのもの

であることから、控除対象外となる。

６ 税額計算

⑴ 養子Ｃは、代襲して相続人となった者であることから、一親等の血族に該当し、相続税額の加算の対象とならない。

孫Ｄは、相続放棄をしていることから、代襲して相続人となった者に該当しないことから、一親等の血族に該当せず、相続税額の

加算の対象となる。

孫Ｅは、代襲して相続人となった者に該当しないことから、一親等の血族に該当せず、相続税額の加算の対象となる。

⑵ 配偶者乙は、被相続人甲の配偶者であることから、配偶者に対する相続税額の軽減の適用がある。

⑷ 孫Ｄは、１８歳未満の者であり、被相続人甲の法定相続人に該当することから、未成年者控除の適用対象となる。

孫Ｅは、１８歳未満の者であるものの、被相続人甲の法定相続人に該当しないことから、未成年者控除の適用対象とならない。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２６）



問２

⑴被相続人Ｘからの贈与に係る贈与税の課税価格、⑵Ｘの相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額を求める問題である。

令和５年度税制改正による、令和６年１月１日以後の贈与・相続に関する改正項目を中心とした問題であるため、それぞれの取扱いに

注意しながら解答する必要がある。

１ 解答方法の確認

問⑴で問われているのは「Ｘから生前に贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格（基礎控除及び相続時精算課税に係る贈与

税の特別控除後の価額）」である。そのため、配偶者Ｙからの贈与に係る金額は解答する必要はないことになる。（Ｂの①の贈与）

なお、「課税価格」は『基礎控除及び相続時精算課税に係る贈与税の特別控除後の価額』とされているが、『基礎控除』に関しては

暦年課税とも相続時精算課税とも説明がないことから、その両者を指しているものとして解答する必要があると考えられる。

この点を見落とすと、全ての解答に影響が生じるため、留意すること。

また、『～控除後の価額』という指示から、贈与税の申告書の １，０００円未満の端数処理後で解答することも考えられるが、問題文に

おいて特に指示もないことから、模範解答においては端数処理をしないで解答している。どちらでも正解と考えられる。

２ Ｘの状況の確認

Ｘは、令和９年（２０２７年）６月３０日に死亡していることから、生前贈与加算の経過措置である「令和９年１月１日～令和１２年１２月３１日

の開始した相続」であるため、生前贈与加算の適用では次の点に留意する。

⑴ 生前贈与加算の加算対象となる期間が「令和６年１月１日～相続開始の日までの間」となる。

⑵ 上記⑴の加算対象となる財産に「相続開始前３年以内に取得した財産以外の財産」があることから、その合計額から １００万円を控

除する取扱いが生じる。（Ｃの③の贈与）

これらの点は、答練などの計算問題では出題していなかった（例年の試験問題が「試験実施年（令和７年）の開始相続」であったた

め、これを想定した作問であったため）ため、解答する際には普段と異なる点に留意をする必要がある。

なお、理論問題では出題したこともあるため、その点を思い出しながら解答作成をしてくれれば充分である。

３ ⑴Ａが取得した財産について

⑴ ①について

平成１９年にＸから住宅取得等資金の贈与を受けている。

なお、Ｘは平成１９年１月１日において５９歳であり、相続時精算課税の贈与者要件である「６５歳以上の者（平成２６年１２月３１日以前の

贈与の場合）」に該当しないが、旧租税特別措置法第７０条の３（特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算

課税の特例）の規定により、住宅取得等資金の贈与の場合には贈与者が「６５歳未満の者」であっても相続時精算課税の適用を受ける

ことができるため、この特例の適用により、Ａは相続時精算課税の適用を受けることができる。この特例の適用を受けた場合には、

相続時精算課税が継続適用されることになり、②以降の贈与にも影響が生じる。他の贈与は相続時精算課税にならないといった勘違

いをしないように。

また、平成１５年１月１日～平成２１年１２月３１日の住宅取得等資金の贈与であって、相続時精算課税の適用を受けている場合には、旧

租税特別措置法第７０条の３の２（住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例）の適用を受

けることができ、住宅資金特別控除額 １，０００万円を上乗せし、通常の特別控除額 ２，５００万円と併せて ３，５００万円の特別控除を受ける

ことができる。Ａは、この特例の適用も受けているとある点を見落とさないように。（住宅取得等資金の非課税規定は、平成２１年１

月１日から創設されたため、当時は非課税規定がなく、この特別控除額の上乗せの特例により、贈与を促進していた。）

なお、住宅資金特別控除額は、通常の特別控除額よりも優先して適用を受けることができるため、通常の特別控除額を翌年以後に

繰り越す効果も有しているが、本問では全額控除してしまうため、それほど気にする必要はない。

従って、Ａの平成１９年分の贈与税の課税価格は、贈与を受けた住宅取得等資金 ３，５００万円から、住宅資金特別控除額 １，０００万円及

び通常の特別控除額 ２，５００万円が控除され、これらの控除後の課税価格は０円となる。

ただし、住宅資金特別控除額及び通常の特別控除額は、あくまでも「贈与税計算上で控除するもの」であり、特定贈与者であるＸ

の相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は、その控除前の金額である ３，５００万円となる点に留意すること。

（この点が現行の住宅取得等資金の非課税規定と異なる点となる。２０年近く前の規定であり、余り計算問題でも取り扱ってこなかっ

たが、講義の内容等を思い出して解答してくれれば充分である。）

⑵ ②について

令和５年に現金 １００万円の貸し付けを受けているが、「この貸付金に係る元利金の返済の約定がない」とあるため、返済を要しな

い金銭の提供であることから貸付金に該当せず、金銭の贈与とするのが相当であると考えられる。

なお、令和５年１２月３１日に以前の贈与であることから、相続時精算課税の基礎控除額の控除はなく、特別控除額も①の贈与により

全額控除済であることから、Ａの令和５年分の贈与税の課税価格は １００万円となる。

また、特定贈与者であるＸの相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は １００万円となる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２７）



⑶ ③について

令和６年に外貨普通預金の贈与を受けているが、既経過利子の額が少額なものに該当することから、預入高によって評価すること

となる。

なお、外国為替相場につき課税時期に為替相場がない場合には、課税時期前の対顧客直物電信買相場（Ｔ．Ｔ．Ｂ）を用いて邦貨換算

を行う。また、本問では特に関係しないが、預金等の金融機関が特定されるものについては、その特定される金融機関が公表する為

替相場により換算を行うため、Ｅ銀行の公表する為替相場によって評価しなければならない点も確認するように。

財産 課税時期の対顧客直物電信買相場（Ｔ．Ｔ．Ｂ）
⑴ ⑵ 以 外 の 場 合

債務 課税時期の対顧客直物電信売相場（Ｔ．Ｔ．Ｓ）

財産
⑵ 為替予約がある場合 為替予約契約に係る為替相場

債務

また、令和６年１月１日以後の贈与であることから、相続時精算課税に係る基礎控除額 １１０万円の控除がされる点を見落とさない

ように。

従って、Ａの令和６年分の贈与税の課税価格は、外貨普通預金の評価額 ７，４５１，０００円から、相続時精算課税に係る基礎控除額

１，１００，０００円を控除した ６，３５１，０００円となる。（特別控除額は０円となるため省略している）

更に、特定贈与者であるＸの相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は、相続時精算課税に係る基礎控除額を控除し

た後の残額であることから、上記の ６，３５１，０００円となる。

４ ⑵Ｂが取得した財産について

⑴ ①について

令和６年にＸから３０，０００，０００円、Ｙから１０，０００，０００円の住宅取得等資金の贈与を受けており、省エネ等住宅以外の住宅用の家屋の

取得に充てていると考えられるため、住宅資金非課税限度額 ５，０００，０００円の適用を受けることができる。この非課税は「Ｘからの贈

与を優先的に充てる」とあるため、Ｘからの３０，０００，０００円のうち ５，０００，０００円を非課税とすることになる。

また、「Ｘ及びＹのいずれの贈与についても～相続時精算課税選択届出書を適法に提出している」とあるため、両者からの贈与を

相続時精算課税として計算を行う必要がある。（この場合に、Ｙの年齢が不明であるが、Ｙが「６０歳以上」であれば原則の適用要件

を満たすことにより適用が可能であり、Ｙが「６０歳未満」であっても住宅取得等資金の贈与であることから租税特別措置法第７０条の

３（特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例）の規定により適用が可能となる。従って、いず

れにせよ適用が可能となる。状況を確認しておいてほしい）

なお、ＢはＸ及びＹからの贈与について相続時精算課税の適用を受けており、かつ、令和６年１月１日以後の贈与であることから、

相続時精算課税に係る基礎控除額は、次の算式により按分した金額をもって、それぞれの特定贈与者に係る基礎控除額となる。

特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
１１０万円 ×

特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額

（注） 上記の算式により計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に１円未満の端数がある場合には、特定

贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が １１０万円になるようにその端数を調整して差し支えない。

従って、Ｂの相続時精算課税に係る基礎控除額のうち、Ｘに係る金額は ７８５，７１４円（注）となる。

（３０，０００，０００円－ ５，０００，０００円）
（注） １，１００，０００円 × ＝ ７８５，７１４．２…円 → ７８５，７１４円

（３０，０００，０００円－ ５，０００，０００円）＋１０，０００，０００円

この場合に、基礎控除額に１円未満の端数がある場合には、合計額が １１０万円になるように端数を調整することができるため、Ｘ

に係る金額を切り上げて ７８５，７１５円とすることも可能である。

本問では特に端数処理の指示がなく、「最も有利となる方法を選択する」といった指示もないため、いずれで解答していても正解

と考えられる。

ただし、相続時精算課税に係る特別控除額は、特定贈与者ごとに２５，０００，０００円の控除が認められるため、上記の基礎控除額とは異

なる点に留意すること。（上記３⑴の住宅資金特別控除額 １，０００万円の上乗せ措置は、平成２１年１２月３１日をもって廃止されたため、

適用はない点にも留意すること。）

そのため、Ｂの令和６年分のＸに係る贈与税の課税価格は、贈与を受けた３０，０００，０００円から住宅資金非課税限度額 ５，０００，０００円を

控除し、そこから基礎控除額 ７８５，７１４円（ｏｒ ７８５，７１５円）を控除し、その控除後の金額から特別控除額２４，２１４，２８６円（ｏｒ２４，２１４，２８５円）

を控除した０円となる。

なお、特定贈与者であるＸの相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は、課税価格に算入されないこととなる住宅資

金非課税限度額 ５，０００，０００円及びＸに係る相続時精算課税に係る基礎控除額 ７８５，７１４円（ｏｒ ７８５，７１５円）を控除した後の残額である

２４，２１４，２８６円（ｏｒ２４，２１４，２８５円）となる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２８）



⑵ ②について

令和７年にＦ会員権の贈与を受けているため、財産評価が必要となる。なお、取引相場があることから、取引価格を基に、取引価

格に含まれていない預託金の額を別途加算して評価することになる。預託金の額の評価は、複利現価率によるため、資料に惑わされ

ないように。

◆ ゴルフ会員権の評価方法

ゴルフ
取引相場あり 下 記 以 外 ⇨ 通常取引価格 × ７０／１００

会員権

取引価格に含まれない
⇨ 通常取引価格 × ７０／１００ ＋ 預託金等の価額

預託金等がある場合

取引相場なし 株式制の会員権 ⇨ 株式として評価した価額

株 式 制
＆ の会員権 ⇨ 株式として評価した価額 ＋ 預託金等の価額

預託金制

預託金制の会員権 ⇨ 預託金等の価額

プレー権のみの会員権
⇨ 評価しない

（上記以外）

※ 預託金等の価額は返還時期により次のいずれかにより評価する

① 課税時期に直ちに返還される場合 ・・・ 返還額

② 課税時期に返還されない場合 ・・・・・ 返還額 × 返還時期までの期間（年未満切上）による複利現価率

なお、Ｘからの贈与について相続時精算課税の適用を受けており、令和６年１月１日以後の贈与であることから、相続時精算課税

に係る基礎控除額の控除を忘れないように。基礎控除額は、暦年ごとに １１０万円の控除が可能であるため、①の贈与で控除済みとい

った取扱いとはならない点にも留意すること。

ただし、特別控除額は、特定贈与者ごとに累積 ２，５００万円であるため、①で控除した特別控除額２４，２１４，２８６円（ｏｒ２４，２１４，２８５円）を

控除した後の残額 ７８５，７１４円（ｏｒ ７８５，７１５円）が特別控除額となる点に留意すること。

従って、Ｂの令和７年分の贈与税の課税価格は、Ｆ会員権の評価額２７，４００，０００円から、相続時精算課税に係る基礎控除額 １，１００，０００円

及び相続時精算課税に係る特別控除額の残額 ７８５，７１４円（ｏｒ ７８５，７１５円）を控除した２５，５１４，２８６円（ｏｒ２５，５１４，２８５円）となる。

また、特定贈与者であるＸの相続に係る相続税の課税価格に加算される財産の価額は、相続時精算課税に係る基礎控除額を控除し

た後の残額であることから、特別控除額の残額の控除前の２６，３００，０００円となる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （２９）



５ ⑶Ｃが取得した財産について

⑴ ①について

平成２８年に信託受益権の贈与を受けており、教育資金一括贈与の非課税の適用を受けていることから、非課税限度額 １，５００万円ま

では贈与税の課税価格に算入されない。（問題文では合計所得金額が与えられているが、所得要件が追加されたのは平成３１年４月１

日以後の贈与等からであるため、本問では何ら考慮する必要はない。）

従って、Ｃの平成２８年分の贈与税の課税価格は、贈与を受けた１０，０００，０００円から課税価格に算入されない非課税額１０，０００，０００円を

控除した０円となる。

また、この非課税の適用を受けた財産については、生前贈与加算の規定の対象とならないため、相続税の課税価格に加算される金

額はない。（そもそも令和６年１月１日以後の贈与財産でもないため、加算されることはないが）

更に、平成２９年の誕生日を迎えることでＣが３０歳に達しているが、「誕生日において学校に在籍し、～届出をしており、それ以降

についても、～学校に在籍している旨を適法に届け出ている」とあるため、４０歳に達するまで教育資金管理契約の終了事由に該当せ

ず、平成２９年の誕生日においては契約終了時の贈与税の課税関係は生じていないとも読み取れる。

ただし、「受贈者が３０歳に達した際に、学校等に在学している場合に４０歳まで契約終了を延長することができる取扱い」は、令和

元年度税制改正により、『令和元年７月１日以後に３０歳に達する受贈者』について適用されるとされていることから、Ｃについては

この取扱いの適用は受けることができず、平成２９年５月１２日の誕生日において契約終了時課税を受けていることになる。

しかし、同日における教育資金出額が与えられていないことから計算不能となるため、解答上はその旨を解答するに留めている。

恐らく、作問者の意図は、「４０歳まで契約終了が繰り延べられ、令和９年の誕生日（令和９年５月１２日）を迎えた際に終了時課税

を受け、Ｘからの贈与財産として生前贈与加算の適用対象となる」という前提で作問していると考えられるが、上述の施行時期を考

慮することを失念しており、現行条文で規定されている事項のみで作問しているのだと思われる。

仮に、４０歳で契約終了する場合には、相続開始年分の生前贈与加算適用財産として贈与税は非課税となり、相続税の課税価格に加

算される金額が ２２０万円となる、より複雑な解答とすることを想定していたのだと考えられるが、上述のとおり、施行時期の失念に

より、想定とは異なる結果となったと考えられる。

⑵ ②について

令和５年にＸの銀行借入金を引き受けることを条件に、Ｈ社の株式１０，０００株の贈与を受けていることから、負担付贈与に該当する。

なお、負担付贈与の場合には、気配相場等のある株式の評価に当たっては、課税時期の取引価格のみで評価する必要があるが、取

引価格に高値と安値がある場合には、その平均額を用いる点に留意すること。

その上で、その評価額 ２，８２０万円から負担額 ２，５００万円を控除した金額 ３２０万円が「財産の価額」として贈与税の課税価格に算入

される。

従って、Ｃの令和５年分の贈与税の課税価格は、その財産の価額とされた ３２０万円から暦年課税に係る基礎控除額 １１０万円を控除

した残額 ２１０万円となる。

ただし、令和６年１月１日以後に贈与を受けた財産でないことから加算対象贈与財産に該当せず、Ｘの相続に係る相続税の課税価

格に加算される財産の価額はない。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （３０）



⑶ ③について

令和６年に居住用の分譲マンションの一室に係る区分所有権及び敷地利用権の贈与を受けていることから、個別通達「居住用の区

分所有財産の評価について」の適用がある。

なお、具体的な評価方法は次のとおりである。

自用地としての価額（通常の相続税評価額） 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額

ｏｒ × 区分所有補正率 ＝ ｏｒ

自用家屋としての価額（通常の相続税評価額） 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額

（注）１ 上記の「自用地としての価額」は、マンション敷地の所在する地域の次の区分に応じ、それぞれ評価した金額をいう。

① 路線価地域の場合

各種補正率適用後の路線価 × 地積 × 共有持分（又は敷地利用権割合）

② 倍率地域の場合

敷地の固定資産税評価額 × 評価倍率 × 共有持分（又は敷地利用権割合）

２ 上記の「自用家屋としての価額」は、『家屋の固定資産税評価額 × 評価倍率（１．０）』をいう。

３ 上記の「区分所有補正率」は、評価乖離率の逆数である評価水準（１÷評価乖離率）の区分に応じた次のものをいう。

区 分 区分所有補正率

評価水準 ＜ ０．６ 評価乖離率 × ０．６

０．６ ≦ 評価水準 ≦ １ 補正なし

１ ＜ 評価水準 評価乖離率

本問では、上記の評価乖離率を算定する必要があるが、評価乖離率の算定のための参考資料がないため、自身の知識を基に算定す

る必要があるが、ほとんどの受験生がこの算定はできないものと考えられるため、正否はそれほど気にする必要はない。

従って、Ｃの令和６年分の贈与税の課税価格は、上記の個別通達に応じて計算した価額５９，６０３，８３２円から暦年課税に係る基礎控除

額 １，１００，０００円を控除した残額５８，５０３，８３２円となる。

また、令和６年１月１日以後に贈与を受けた財産であることから加算対象贈与財産に該当し、Ｘの相続に係る相続税の課税価格に

加算されることとなるが、その加算される価額は「課税価格計算の基礎に算入されるものの価額」であることから、暦年課税に係る

基礎控除額 １，１００，０００円の控除前の金額であり、かつ、相続開始前３年以内の贈与財産以外の加算対象贈与財産であることから、財

産の価額から １，０００，０００円を控除した金額である５８，６０３，８３２円となる。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （３１）



６ ⑷Ｄが取得した財産について

⑴ ①について

令和７年に上場株式Ｋの贈与を受けているが、贈与税の課税価格に算入される金額は「贈与時の時価 ２００万円」となる。

従って、Ｄの令和７年分の贈与税の課税価格は、贈与時の時価 ２００万円から暦年課税に係る基礎控除額 １１０万円を控除した残額で

ある９０万円となる。

なお、Ｄは、Ｘから相続又は遺贈により財産を取得していないことから、生前贈与加算の規定の適用はないため、Ｘの相続に係る

相続税の課税価格に加算される財産の価額はないことになる。

（注） Ｄは、②の贈与に係る結婚・子育て資金管理契約に係る贈与者死亡時の課税関係により、管理残額を相続又は遺贈により取得

したものとみなされるが、「管理残額以外に相続又は遺贈により財産を取得していない者については、生前贈与加算の規定の適

用はない」とされている点にも留意すること。

⑵ ②について

令和８年に現金（財産は明確にされていないが、Ｌ銀行への預入れであることから現金と考えられる。）の贈与を受けており、結婚・

子育て資金一括贈与の非課税の適用を受けていることから、非課税限度額 １，０００万円までは贈与税の課税価格に算入されない。（合

計所得金額が １，０００万円以下であることから、適用が可能である。）

従って、Ｄの令和８年分の贈与税の課税価格は、贈与を受けた ７００万円から課税価格に算入されない非課税額 ７００万円を控除した

０円となる。

また、この非課税の適用を受けた財産については、生前贈与加算の規定の対象とならないため、Ｘの相続に係る相続税の課税価格

に加算される金額はない。

ただし、令和９年６月３０日にＸが死亡していることから、同日における非課税拠出額 ７００万円から同日における結婚・子育て資金

支出額 ４８０万円を控除した残額 ２２０万円が、贈与者であるＸから相続又は遺贈により取得したものとみなされる。（教育資金の一括

贈与の非課税制度と異なり、贈与時期にかかわらず適用がある点や、適用免除といった措置もないことから、適用関係には留意する

必要がある。）

この金額についても、Ｘの相続に係る相続税の課税価格に加算される金額ということもできるため、模範解答では解答しているが、

実際にはみなし相続等による取得であり、「相続税の課税価格に加算されるもの」ではないため、解答していなくても問題はない。

（無断複写・転載を禁ず）

Ｚ－７５－Ｅ 解説 （３２）


